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第６章　環境行動指針（市民・事業者の取組）
　今日の環境問題は、廃棄物の増大や資源・エネルギーの大量消費など、私たちの日常生活や事
業活動と関わりの深いものが多くなってきています。
　今後、環境を守っていくためには、このような環境問題の特性を理解し、私たちが自主的かつ
積極的に環境の保全と創造に向けた取り組みを日常生活や事業活動の中で行っていく必要があり
ます。
　ここでは、日常生活や事業活動を営むうえで市民・事業者に期待される、環境配慮のための行
動指針及び、土地利用面からの環境配慮指針を示しています。

 １　市民・事業者の環境配慮のための行動指針

（１）市民の環境配慮のための行動指針
　この行動指針は、本市の現況、近年の社会的な環境への取り組み動向などを踏まえ、前計画
（第１次塩竈市環境基本計画）の見直しを行い、環境を守っていくために日常生活の中で市民
一人ひとりに期待される配慮事項を３つの環境像ごとに関連づけ、具体的な行動例として示し
たものです。
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■  市民の環境配慮のための行動指針と具体的な行動例

※緑化基金／都市の緑化を図るための基金。市民からの寄付金を積み立て、その利息を用いて個人の住宅の生
け垣の助成等を行う。
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※エコマーク／（財）日本環境協会が実施する環境保全型商品推進事業のシンボルとして、アルファベットの
ｅ（エコロジー、アースの頭文字）を図案化したもの。特定フロンを使わないスプレーや再生紙を利用した
冊子など、環境の保全に役立つものとして認定を受けた商品に表示される。
※グリーンマーク／（財）古紙再生促進センターが、古紙を再生利用した製品であることを認定し、表示する
マークのこと。緑化推進と自然保護を目的として実施されているもので、学校や町内会・自治会などでマー
クを集め事務局へ送ると、苗木やリサイクルノートなどと交換できるしくみ。1981（昭和56）年制定。
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※環境家計簿／日々の生活において環境に影響を与える行動を記録し、集計、採点するチェックリストのこと。
家庭で、電力・ガス、石油などの消費量をCO2に換算するなどして記録する家計簿。
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※ダイオキシン類／ポリ塩化ジベンゾパラダイオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの総称。塩素を含むプラス
チック類の燃焼などに伴って発生するため、ごみ焼却施設などからの発生が問題となっている。
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（２）市民の環境配慮のための重点行動指針
　この重点行動指針は、市民生活の実態を考慮し、特に優先的に取り組むべき行動指針を抽出
し、それぞれの具体的な行動例を示したものです。

■  市民の環境配慮のための重点行動指針と具体的な行動例
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（３）事業者の環境配慮のための行動指針
　この行動指針は、事業者に期待される環境配慮行動を、３つの環境像ごとに関連づけ、具体
的な行動例を示したものです。
　また、主に対象となる事業主体や、環境配慮製品の購入や活動への参加など、市民の協力が
必要な行動例について、該当する項目を示しています。

■  事業者の環境配慮のための行動指針と具体的な行動例



第
６
章

136



第
６
章

137



第
６
章

138

※透水性舗装／道路や駐車場などの舗装面上に降った雨水を、すきまが多い舗装材の特質を利用して地中に浸透さ
せる舗装のこと。主に都市部の歩道などに使用される例が多く、地下水の保全・かん養や、都市型洪水の防止効
果が期待される。
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※建設副産物／建設工事に伴い発生する廃棄物のこと。建設廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材など）及び建
設発生土（建設工事の際に搬出される土）の総称。
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※ノーマイカーデー／日を決めて不要不急の自動車利用を自粛する呼びかけのこと。大気汚染や違法駐車、道路渋
滞、交通事故などの自動車公害問題解消の方策として、期待されている。
※光害／夜、照明の光による害のこと。特に、天体観測の妨げや野鳥の生態に悪影響を与える光をいう。
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※低公害車／従来の自動車に比べ、大気汚染物質の排出や騒音の発生が少ない自動車の総称。
   低燃費車、電気自動車など。 
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※リスクコミュニケーション／化学物質の影響等、環境に対する危険性に関する正確な情報を行政・事業者・国民
等すべての者が共有しつつ、相互に意思疎通を図ること。
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 ２　土地利用における環境配慮指針

　土地は限りある貴重な資源であり、土地利用行為の際には安全性を確保しつつ適切な環境配慮
を行うことが必要です。
　ここでは、開発事業などでの土地利用に関し、安全性を確保することを前提とし、一般的に環
境に配慮すべき事項を示しています。

■  土地利用における環境配慮指針




